
船舶事故調査報告書 

令和５年５月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１２月２６日 １３時１４分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港鶴崎泊地 

 大分港鶴崎西防波堤灯台から真方位１５４°１,５２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１６.０′ 東経１３１°４１.０′） 

事故の概要 ケミカルタンカー扇
せん

泰
たい

丸は、着桟作業中、北西風を受けて圧流さ

れ、船尾部が浅所に乗り揚げ、その後、船首部が護岸と衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１月１７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ケミカルタンカー 扇泰丸、４９８トン 

１４０８２７、センコー汽船株式会社、芝興マリン有限会社、有限

会社六甲船舶 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船首部外板、左舷船尾部船底外板等に擦過傷 

護岸 コンクリートに欠損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約６～１２m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.８ｍ、波向 北北西、潮汐 上げ潮の末期 

大分市には、１２月２４日１０時５８分に強風注意報が発表され、

本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、鶴崎泊地の桟橋（以下「本件桟

橋」という。）に左舷着けで着桟する目的で、船首約１.２０ｍ、船尾

約２.８０ｍの喫水をもって、同泊地西方の大分港内の住吉泊地を発

航した。 

本船は、鶴崎泊地に至り、船長が手動操舵で操船に当たって南進

後、本件桟橋まで約１００ｍとなって右舷錨を投下して右回頭を始

め、徐々に減速しながら本件桟橋へ向けて南西進中、錨鎖を約２節出

して本件桟橋まで約５０ｍとなり、船首が西南西方を向いて約１ノッ

トの対地速力となったとき、強い北西風を右舷方から受け、南東方へ

流され始めた。 

船長は、南東方へ圧流されていることに気付き、着桟をやり直そう

と思い、主機を前進から後進として揚錨し、再度投錨しようとした

が、本船の船尾部が左舷方へ振れて南東方へ圧流され続け、左舷船尾

部が本件桟橋の東方にある岸壁西側の浅所に乗り揚げ、続いて左舷船

首部が同岸壁基部西方の護岸に衝突した。 

本船は、その後、引船によって引き出され、大分県杵
き

築
つき

市沖に投錨



した。 

船長は、本事故当時、スケジュールどおりに運航させようと思った

が、これまでに経験したよりも風が強かったので着桟を見送れば良か

ったと本事故後に思った。 

分析 本船は、強風注意報が発表されている状況下、着桟作業中、船長

が、右舷錨を投じて減速しながら徐々に右回頭して桟橋へ接近中、強

い北西風を右舷方から受け、十分な把駐力を得られずに南東方へ圧流

されていることに気付き、投錨をやり直そうとして主機を前進から後

進として揚錨し、着桟作業を続けたことから、更に圧流されて左舷船

尾部が海面下の消波ブロックに乗り揚げ、続いて、左舷船首部が護岸

に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、強風注意報が発表されている状況下、本船が着桟作業

中、船長が、右舷錨を投じて減速しながら徐々に右回頭して桟橋へ接

近中、強い北西風を右舷方から受け、十分な把駐力を得られずに南東

方へ圧流されていることに気付き、投錨をやり直そうとして主機を前

進から後進として揚錨し、着桟作業を続けたため、更に圧流されて左

舷船尾部が海面下の消波ブロックに乗り揚げ、続いて、左舷船首部が

護岸に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、風の影響を受ける状況下で錨を用いて着桟する場合、風

による自船の圧流の状況を早期に把握し、錨鎖を小刻みに伸出し

たり巻き揚げたりして、行きあしや船体姿勢を制御し、周囲の状

況に応じて着桟操船をやり直すこと。 

・船長は、風の影響を受ける状況下、着桟しようとする場合、船体

の状態及び錨や錨鎖を延ばして得られる把駐力等と風の状況を考

慮し、無理に着桟しようとせず、風が弱まるまで待って着桟する

こと。  

 

 


